
 

 

新型コロナウイルス感染症対策の強化を求める意見書 

新型コロナウイルス感染症は、短期間のうちに急速な広がりを見せ、世界保健機関

(WHO)が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言するなど、国際的な脅

威となっている。我が国においても感染経路が判明しない感染例が多数確認され、感染

者が死亡する事態となり、本県でも感染者が確認されている。 

このような中、国は同感染症を指定感染症及び検疫感染症に指定し、水際対策や感染

拡大防止に取り組んでいるものの、事態の終息は見えず、国民の不安は増大する一方で

ある。こうした不安を解消し、何よりも国民の命と健康を守ることを最優先に、感染拡

大を想定した行動計画である「新型インフルエンザ等対策行動計画」も参考にしながら、

情勢の変化も踏まえつつ、総合的かつ強力な対策を講じる必要がある。 

よって、国におかれては、引き続き地方自治体と十分な連携を図りつつ、新型コロナ

ウイルス感染症対策を強化するため、下記の事項に取り組むよう強く要望する。  

記 

１ 検査体制を拡充し、医療機関を受診した患者が必要に応じて検査を受けられる体制

を確保するとともに、より迅速に検査ができる簡易検査キットを早期に開発し、診

察・検査体制を整備すること。 

２ 帰国者・接触者相談センターや帰国者・接触者外来の設置など円滑な医療実施のた

めの体制整備に対する支援や、病床を確保し治療体側を強化することにより、高齢者

や基礎疾患のある方を中心に感染者の重症化防止に取り組むこと。 

３ ワクチンの開発・製造を早急に進めるとともに、治療法を速やかに確立すること。 

４ マスク・防護具等の医療物資の確保を行うこと。 

５ 正確かつ詳細な情報を迅速に提供するとともに、コールセンターを拡充するなど国

民の個別の不安に丁寧に対応すること。 

６ 海外からの新型コロナウイルスの侵入を防止するため、空港や港での検疫体制の強

化など一層の水際対策を徹底すること。 

７ 感染拡大や風評被害による、クルーズ船をはじめとする観光関連産業や中国と取引

のある企業等を含めた地域経済への影響を最小限にとどめるため、機動的に必要な対

策を講じること。 

８ 地方自治体が実施する新型コロナウイルス感染症対策への財政支援を講ずること。 

 以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。 
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